
国税局長

沖縄国税事務所長殿

保存年限： 10年

査察秘 1_ 3 

査調秘 3- 3 

官総秘 1_ 1 

官人秘 1_,  

官整秘 1

課所秘 6- 3 

課資秘 5_ 2 

課法秘 3-2

課消秘 5- 2 

課料秘 3_ 3 

徴徴秘 3- 2 

平成 12年6月29日

（最終改正：令和 2年6月 15日）

国税庁長官

「関係各部課及び税務署から査察部への情報提供要領」の制定について（事務運営指針）

標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これにより適切に処理されたい。

（趣旨）

「関係各部課及び税務署から査察部への情報提供要領」については、適正・公平な課税の実現

を図るとともに、犯則の厳正な取締りを行うため、その手続等について所要の整備を図ったもの

である。



（別紙）

「関係各部課及び税務署から査察部への情報提供要領」

1 目的

適正・公平な課税の実現と犯則の厳正な取締りを期するため、関係各部課（国税局総務部総

務課、課税（第一•第二）部、徴収部及び調査部（東京、大阪及び名古屋の各国税局以外の国税

局にあっては調査査察部の調査部門）並びに沖縄国税事務所総務課、課税総括課、個人課税課、

資産課税課、法人課税課、資料調査課、徴収課及び調査課をいう。以下同じ。）及び税務署から

査察部（東京、大阪及び名古屋の各国税局以外の国税局にあっては調査査察部の査察部門、沖

縄国税事務所にあっては査察課をいう。以下同じ。）への情報提供方法等について定める。

2 情報提供事務担当者

(1) 情報提供事務を円滑に行うため、関係各部課及び税務署において、次に掲げる者を情報提

供事務担当者とする。

イ 関係各部課

各課長、統括国税調査官、統括国税実査官及び統括国税徴収官並びにこれらの職に準ず

る者

ロ税務署

総務課長、特別国税調査官、特別国税徴収官、統括国税調査官及び統括国税徴収官並び

にこれらの職に準ずる者

(2) 情報提供事務担当者の指名及び指名の通知は、国税局長（沖縄国税事務所にあっては国税

事務所長）が行う。

3 情報提供の対象

(1) 情報提供の対象は、次のとおりとする。

イ 電話、投書及び風聞等によるもので、大口の不正が想定される情報

ロ 各種の業種・業態あるいは業界において、経常的に行われていると認められる不正の手

段・手口に関する情報

ハ 多数の納税者を脱税へと誘引する、いわゆる脱税請負人が介在すると想定される情報

ニ 関係各部課又は税務署における調査着手前若しくは調査着手後又は滞納整理中に把握し

たもので、別添の情報提供基準に該当すると認められる情報

(2) 別添の情報提供基準については、各国税局（沖縄国税事務所を含む。以下同じ。）の事務処

理の状況及び情報提供の効果的運用の見地から、各国税局において国税庁に上申の上、適当

と認める基準を別に定めることができる。

4 情報提供方法

情報提供は、次に掲げる方法により行う。ただし、情報提供を行うことにより、納税者の正

当な利益を害し、又は不当な利益を与えることのないよう留意する。

'(1) 関係各部課

関係各部課の情報提供事務担当者は、「 3 情報提供の対象」に該当する情報を把握した場



合又は税務署の情報提供事務担当者から連絡を受けた場合には、別紙様式「査察部情報提供

せん」により、所属する部長に報告するとともに、部長の指示に基づき速やかに査察部の担

当課長（査察総括第一課長、資料情報課長、特別国税査察官及び統括国税査察官（これらが

複数ある国税局にあっては査察部長（東京、大阪及び名古屋の各国税局以外の国税局にあっ

ては調査査察部長）の指定する者）、沖縄国税事務所にあっては査察課長をいう。）に通知す

る。

(2) 税務署

税務署の情報提供事務担当者は、「 3 情報提供の対象」に該当する情報を把握した場合に

は、別紙様式「査察部情報提供せん」により、速やかに関係各部課の情報提供事務担当者に

連絡するc

5 その他

(1) 情報提供事務の周知

関係各部課及び査察部は、情報提供事務を円滑に運営するため、関係する会議等を通じて

情報提供要領の周知を図る。

(2) 有効な情報提供者の顕彰

関係各部課及び査察部は、有効な情報を提供した者については事績発表会に参加させるな

ど、情報提供者の顕彰を行うよう配意する。

(3) 保秘の徹底

査察部への情報提供は、秘匿性の高い行為であることから、「査察部情報提供せん」につい

ては、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となった調査等の調査

担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受理・処理担当

者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に管理する。



（別添）

情報提供基準





（取扱いにつき、争務担当者限定】
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部

I員I
代表者 （ 歳）

訥税者名 名(f主

所） （ ） 

税 目 所得 法）、 源泉 相続 誼濃 消黄 • そ•(J)他（
：＇ 

事
資 本 金

ギ口

業 青 白 区 分

内 同 族 区 分

容
収果（受）ヒl 年 月 H 

従 突 員 数
その他

事規 人
業模

等 支店工場等数

課
事業年度 売上（収入）金額 所 得 金 額 増差見込所得金額 内、不三所得金額

千円 千円 千円 千円

税

吠

況

計

不
正

事

実不
及正

び所

得
(J) 

内
訳

惰

雑

内

容

尺

もミ

香

考

事

項

情報提供
9周査担当奢

事 務担当者 ’~, 氏・ 名
氏 名

—· 

月日

謀：部門）

税若署



「査察部情報提供せん（電話｀•投書・風聞等用）」の記載要領

1 この情報提供せんは、関係各部課又は税務署において、その所管及び管轄区域にかかわらず、

調査対象者及び取引先等の関係者について、電話、投書、風聞等により大口の不正が想定され

る情報を把握した場合に、当該情報を査察部へ通知するときに使用する。

2 「事業規模等」の各欄は、次により記入する。

(1) 「従業員数」欄には、調査の対象となった最終年分又は最終事業年度の末日における従業

員数を記入する。

(2) 「支店工場等数」欄には、支店、工場、営業所等の事業所数を記入する。

なお、その他の余白には、売場面積、機械台数等その納税者について、特に参考となる事

項を記入する。

3 「課税状況」欄の「内、不正所得金額」欄には、増差見込所得金額のうち、隠ぺい又は仮装に

基づく所得金額を記入する。

4 「事業内容」、「事業規模等」、「課税状況」及び「不正事実及び不正所得の内訳」の各欄には、

その納税者が管轄区域内の納税者である場合に記入し、管轄区域外の納税者である場合には記

入を要しない。

5 「情報内容及び参考事項」欄には、情報の出所、情報の内容、信ぴょう性があると判断した

根拠並びに関係法人がある場合は、その法人の名称、所在地、資本金及び最終事業年度の売上

金額などを記入する。

6 この情報提供せんは、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となっ

た調査等の調査担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受

理・処理担当者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に

管理する。



【取扱いにつき、事務担当者限定】
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「査察部情報提供せん（各種業種・業態・業界の不正手段等用）」の記載要領

1 この情報提供せんは、関係各部課又は税務署において、調査等から各種の業種・業態あるい

は業界において、経常的に行われていると認められる不正の手段・手口に関する情報を把握し

た場合に、当該情報を査察部へ通知するときに使用する。

2 「情報内容及び参考事項」欄には、各種の業種・業態あるいは業界において、経常的に行わ

れていると認められる不正の手段・手口などを記入する。

3 この情報提供せんは、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となっ

た調査等の調査担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受

理・処理担当者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に

管理する。



［即扱いにつ丙．享務担当者限室l
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「査察部情報提供せん（脱税請負人用）」の記載要領

1 この情報提供せんは、関係各部課又は税務署において、多数の納税者を脱税へと誘引する、

いわゆる脱税請負人が介在すると想定される情報を把握した場合に、当該情報を査察部へ通知

するときに使用する。

2 「課税状況等」欄の「増差見込所得等の金額」及び「想定される不正内容」の各欄には、申告

審理等の際に把握した内容を記入する。

また、「調査時等における参考事項」欄には、脱税請負人の住所、氏名、報酬額など、把握し

た事項を記入するc

3 「滞納状況等」欄の「処理状況」欄には、作成日までの処理状況を記入する。

また、「滞納整理時における参考事項」欄には、脱税請負人の住所、氏名、報酬額など、把握

した事項を記入する。

なお、税務署において既に国税局徴収部に引継ぎを行っている事案については、「局引継事案」

と記入する。

4 「関与者等」欄には、作成者が把握した団体名等に関する事項を記入する。

なお、関係各部課又は税務署において、脱税請負人等と応接している場合には、応接状況等

について「関与・応接要旨及び参考事項等」欄に簡記するとともに、応接録の写しを添付する。

5 この情報提供せんは、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となっ

た調査等の調査担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受

理・処理担当者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に

管理する。

＼
 



【取扱いにつき、事務担当者限定】
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「査察部情報提供せん（申告所得税、法人税用）」の記載要領

1 この情報提供せんは、関係各部課又は税務署において、調査着手前又は調査着手後に査察部

へ提供すべき情報を把握した場合に、当該情報を査察部へ通知するときに使用する。

2 「事業内容」欄には、現在営んでいる事業内容を具体的に記入するほか、主要売上先を記入

する。

なお、その者が数種の事業を営んでいるときは、不正の行為又は計算を行っていた事業の内

容を特に明記するように留意する。

3 「不正発見日」欄には、情報提供基準に該当する不正の事実を発見した日を記入する。

4 「調査延日数」欄には、実地調査に着手した日から情報提供日までの調査延日数を記入する。

5 「有効情報」欄には、査察部へ提供すべき情報の把握に当たり、有効であった情報（重要資

料、一般資料、課税通報及び投書等）を記入する。

6 「事業規模等」の各欄は、次により記入する。

なお、その他の欄には、その納税者について特に参考となる事項を記入する。

(1) 「従業員数」欄には、調査の対象となった最終年分又は最終事業年度の末日における従業

員数を記入する。

(2) 「支店工場等数」欄には、支店、工場、営業所等の事業所数を記入する。

7 「脱税の規模」の各欄は、次により記入する。

(1) 「調査宣言」欄には、調査宣言している年分又は事業年度について「O」を記入する。

(2) 「調査見込所得金額」及び「増差見込所得金額」欄は、簿外経費の認容額や不正によるも

の以外の金額の算定に時間を要する場合には、記載を省略する。

(3) 「内、不正所得金額」欄には、増差見込所得金額のうち、隠ぺい又は仮装に基づく所得金

額を記入する。

(4) 「不正の計算内訳」欄には、不正科目ごとに金額及び留保形態を記入する。

8 「不正の行為又は計算方法」欄には、不正の行為又は計算の方法を記入する。

なお、調査着手前の事案に関する情報提供であるときは、（想定）と冠記し、想定される不正

計算の方法及び不正所得金額の計算根拠を記入する。

11 この情報提供せんは、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となっ

た調査等の調査担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受

理・処理担当者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に

管理する。
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「査察部情報提供せん（源泉所得税用）」の記載要領

1 この情報提供せんは、関係各部課又は税務署において、調査着手前又は調査着手後に査察部

へ提供すべき情報を把握した場合に、当該情報を査察部へ通知するときに使用する。

2 「事業内容」欄には、現在営んでいる事業内容を具体的に記入する。

なお、その者が数種の事業を営んでいるときは、不正の行為又は計算を行っていた事業の内

容を特に明記するように留意する。

3 「不正発見日」欄には、情報提供基準に該当する不正の事実を発見した日を記入するC

4 「調査延日数」欄には、実地調査に着手した日から情報提供日までの調査延日数を記入する。

5 「有効情報」欄には、査察部へ提供すべき情報の把握に当たり、有効であった情報（重要資

料、一般資料、課税通報及び投書等）を記入する。

6 「事業規模等」の各欄は、次により記入する。

なお、その他の欄には、その納税者について特に参考となる事項を記入する。

(1) 「従業員数」欄には、調査の対象となった最終年分又は最終事業年度の末日における従業

員数を記入する。

(2) 「支店工場等数」欄には、支店、工場、営業所等の事業所数を記入する。

7 「脱税の規模」各欄は、次により記入する。

(1) 「調査宣言」欄には、調査宣言している支給年月について「O」を記入する。

(2) 「内、不正税額」欄には、追徴増差見込税額のうち、隠ぺい又は仮装に基づく源泉徴収税

額を記入する。

8 「不正の行為又は計算方法」欄には、不正の行為又は計算の方法を記入する。

なお、調査着手前の事案に関する情報提供であるときは、（想定）と冠記し、想定される不正

計算の方法及び不正税額の計算根拠を記入する。

11 この情報提供せんは、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となっ

た調査等の調査担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受

理・処理担当者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に

管理する。



【取扱いにつき、事務担当者限定】
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「査察部情報提供せん（相続税、贈与税用）」の記載要領

1 この情報提供せんは、関係各部課又は税務署において、調査着手前又は調査着手後に査察部

へ提供すべき情報を把握した場合に、当該情報を査察部へ通知するときに使用する。

2 「不正発見日」欄には、情報提供基準に該当する不正の事実を発見した日を記入する。

3 「調査延日数」欄には、実地調査に着手した日から情報提供日までの調査延日数を記入する。

4 「脱税の規模」欄の「内、不正課税価格」欄には、増差見込課税価格のうち、隠ぺい又は仮装

に基づく課税価格を記入する。

5 「不正の行為又は計算方法」欄には、不正の行為又は計算の方法を記入する。

なお、調査着手前の事案に関する情報提供であるときは、（想定）と冠記し、想定される不正

計算の方法及び不正課税価格の計算根拠を記入する。

6 「除外財産等の内訳」欄には、除外財産及び架空負債等について科目ごとに金額を記入する。

9 この情報提供せんは、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となっ

た調査等の調査担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受

理・処理担当者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に

管理する。



【取扱いにつき、事務担当者限定】
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選 定 理 由 及 び 不 正竪 見 の 端 緒 調査の方法と不正発見の経緯

調

査

の

経

過

関 与 税 理 士 名

情

事

氏

報提

務担当
供

者

名



「査察部情報提供せん（消費税用）」の記載要領

1 この情報提供せんは、関係各部課又は税務署において、調査着手前又は調査着手後に査察部

へ提供すべき情報を把握した場合に、当該情報を査察部へ通知するときに使用する。

2 「事業内容」欄には、現在営んでいる事業内容を具体的に記入する。

なお、その者が数種の事業を営んでいるときは、不正の行為又は計算を行っていた事業の内

容を特に明記するように留意する。

3 「不正発見日」欄には、情報提供基準に該当する不正の事実を発見した日を記入する。

4 「調査延日数」欄には、実地調査に着手した日から情報提供日までの調査延日数を記入する。

5 「有効情報」欄には、査察部へ提供すべき情報の把握に当たり、有効であった情報（重要資

料、一般資料、課税通報及び投書等）を記入する。

6 「事業規模等」の各欄は、次により記入する。

なお、その他の欄には、その納税者について特に参考となる事項を記入する。

(1) 「従業員数」欄には、調査の対象となった最終課税期間の末日における従業員数を記入す

る。

(2) 「支店工場等数」欄には、支店、工場、営業所等の事業所数を記入するc

7 「脱税の規模」の各欄は、次により記入する。

(1) 「調査宣言」欄には、調査宣言している課税期間について「O」を記入する。

(2) 「簡易課税制度適用有無」欄には、各課税期間における簡易課税制度の適用を「有」、「無」

で表示する。

(3) 「控除税額の計算方法」欄には、仕入控除税額の計算方法について全額控除している事業

者については「全額」と表示し、全額控除しない事業者で個別対応方式を採用している場合

には「個別」、一括比例配分方式を採用している場合には「一括」と表示する。

(4) 「控除税額等」欄には、控除過大調整税額及び控除税額の合計額を記入する。

(5) 「内、不正税額」欄には、増差見込消費税額のうち、隠ぺい又は仮装に基づく税額を記入

する。

なお、還付に係る部分の消費税額については、内書きとし、保留分については（保留）と

記載する。

内 10,000（保留）
（例）

10,000 

8 「不正の行為又は計算方法」欄には、不正の行為又は計算の方法を記入する。

なお、調査着手前の事案に関する情報提供であるときは、（想定）と冠記し、想定される不正

計算の方法及び不正税額の計算根拠を記入する。

9 「不正の計算内訳」欄には、不正科目ごとに金額及び留保形態を記入する。



12 この情報提供せんは、関係各部課及び税務署の情報提供事務担当者、情報提供の起因となっ

た調査等の調査担当者並びに査察部の担当課長（査察部において、担当課長から情報提供の受

理・処理担当者として指定された者を含む。）に限り取り扱うこととし、保秘を徹底して適正に

管理する。


